
 

  

九十九里町では、町内在住のお母さんと赤ちゃんを対象に、心身のケアや育児のサポ

ート等を行い、産後の生活を支援します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1．社会福祉課子育て支援係へ申請書の提出 

・本紙裏面にある産後ケアの種類と実施施設を確認の上、申請書に記入してください 

・申請書の記入はご家族の方でも構いません 

・非課税世帯、生活保護世帯の方は別途証明書類の提出が必要です 

・申請期間は妊娠届後から利用日の２週間前までですが、特別な事情がある場合はこの

限りではありません 

2．利用承認通知書の発行 

3．予約 

・利用施設と直接やり取りをしていただきます 

・短期入所型は満床の場合お待ちいただくことがあります 

4．利用 

（持ち物） 

・利用承認通知書・母子手帳・利用者負担金・その他予約時に確認した必要物

品 

 

※相談は随時受け付けています 

※里帰り先で利用希望の方は利用日から２カ月前までにご相談ください 

 

 

・お母さんへのケア（母乳育児、レスパイトケア、母体への保健指導など） 

・赤ちゃんへのケア（沐浴などのケア、ミルクの飲ませ方指導など） 

・家庭にもどってからの子育てに関する相談 

R8.4.～ 

 

利用できる方 
九十九里町に住所がある産後 1 年未満のお母さんと 1 歳未満の赤ちゃん 

（入院治療が必要な状態・感染症症状のある場合は利用できません） 

サービス内容 

 利用の流れ 

お問い合わせ：九十九里町役場 社会福祉課 子育て支援係 

       ☎0475-70-3359 

 



 

 

 

 

 

実施施設 
短期入所型 

【対象】出産後 2カ月未満 

通所型（デイケア） 

【対象】出産後 4カ月未満 

 

東千葉メディカルセンター 

     0475-50-1199 

（予約受付：平日14時～16時） 

3,000 円/日 2,000 円/日 

実施施設 

 

通所型（母乳ケア等） 

【対象】出産後 1年未満 

訪問型 

【対象】出産後 1年未満 

ひがし母乳育児相談室 

     090-8268-9091 
1,200 円/日 1,400 円/日 

しらくら助産院 

     090-2446-3720 
1,200 円/日  

世帯区分 助成金額の上限 備考 

課税世帯 2,500 円/日 

（一度の出産につき 

５日まで） 

2,500 円を下回る場合は、その金額を助成（口座へ償還払い）します。 

自己負担金をお支払い後、2 年以内に社会福祉課子育て支援係にてお手続きください。 

（必要書類等）利用承認通知書・償還払請求書・領収書・明細書・申請者名義の通帳の写し・母子手帳 

利用日数 

産後ケアの種類と利用者自己負担金

ga 

※非課税世帯と生活保護世帯は無料、別途多胎加算あり 

 

短期入所型：6 泊 7日以内    通所型（デイケア・母乳ケア等）：7 日以内      訪問型：7 日以内 

 

利用料金の助成について 


